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 令和２年２月２５日、国における新型コロナウイルス感染症対策の基本方針

が決定され、同月２６日、政府は大規模な感染リスクがあることを勘案し、「こ

の１、２週間が感染拡大防止に極めて重要であることを踏まえ、また、多数の方

が集まるような全国的なスポーツ、文化イベント等については、今後２週間は、

中止、延期又は規模縮小等の対応を要請する」と表明しました。 

これを受け２月２７日、土庄町では町長を本部長とする「土庄町新型コロナウ

イルス感染症対策本部」を設置し、基本方針を定めました。 

さらに、国は３月１０日に「引き続き、急速な感染拡大を回避するための極め

て重要な時期であるとし、大規模イベントの自粛について、今後おおむね１０日

間程度の継続するよう求める」という方針と要請を表明しました。 

そこで、土庄町も基本方針を以下のように変更します。 

なお、この方針は、現時点での対応となりますので、国・県の動向等を踏まえ、

都度、更新していきます。 

 

 

基 本 方 針 
 

１． 当面の間、おおむね２０名以上が参加する町主催の集会やイベント  

等は、中止または延期とする。 

 ただし、中止や延期が困難な行事等については感染拡大防止に最大

限の配慮を行うものとする。 

 

２． 当面の間、公共施設を利用した民間や団体主催の不特定多数が参加す

る集会やイベント等は、延期または中止等を要請する。 

 

３． 感染拡大防止のため手洗い消毒、咳エチケット等の徹底を促す。 

 


